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■ 事業の成果

全国の自治体において「殺処分 Qに 向かって動き出し、東京都・神奈川県では殺処分 0はほぼ

継続しております。茨城県においては、まだ野犬問題等、不幸な命を生ませないための「不妊手術」

の普及に、これからも力を注ぐ必要があります。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【    】千円)

定男たに
:訂

ヨE
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

不幸 な動物 を
減らすため、行
政 に対 し協力
を求 め働 きか
けを行 う

茨城県動物襦幕セ ンターの収容情報に
「子犬収容情報」を掲載するよう要望 |:書

面を提出E

令和 2年
5月 18日

茨城県 2名

茨城県衛生課より「子犬収容情報」:掲載
の回答がある。

6月 5日 茨城県 1名

京都動物愛護活動家による「虐待嬢死事
件」が起き、茨城県センターの収容犬 6
匹が某認可団体経由で渡され犠牲にな
った件について調査するように依頼L

6月 8日 茨城県 1名

茨城県へ、愛護団体に対しての「ポラン
ティア規約」作成の要望書を提出.

6月 15日 茨城県 2名

『京都餓死事件」の生存犬の中には茨城
県動物指導センターの6匹はいなかった
ことを

“

銅L
6月 18日 茨城県 1名

につき、茨城県からの
とを不満 としい

る。

6月 25日 茨城県 1名

『ポランティア規約』作成を 1年半前よ
り要望している件について、「作成時期」
の確認を茨城県に間 う.

6月 26日 茨城県 1名

「子犬収容情報』掲載を確認、非常に分
かりにくし、

7月 1日 茨城県 1名

茨城県動物指導センターの収容動物に
関する「医療の提案」を茨城県と同セン
ターに提出する。

7月 15日 茨城県 2名

東京都百新宿区で起きた「多頭飼育崩壊
死亡」の件につき、東京都へ再発防止を
要望する。

7月 27日 東京都 1名

和歌山県祀雨文化会編における_1犬薇移
動販売」に対し、田辺保健所 と紀南文化
会館に中止するよう抗議の電話を入れ
る.

子大・ 子猫は、山梨県より運ばれ「動物
の福祉」の観点からも「虐特に与する」
ことを伝える。

8月 4日 和歌山県 1名

茨城県『ポランティア規約要領』につい
ての提案書を提出

令和 3年
1月 lЮ 日

茨城県 2名

神奈川県総物愛護センターにて会議 12月 21日 神奈川県 1名



定款に謁載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数
事業費
(千円)

収容施設で殺
処分される
大・猫を教い出
し、不妊手術を
施 し、新 しい里
親を見つける。

犬・猫の飼養者
に対し、その適
正な管理の指
導を行い常時
モラルの向上
を求める広報
活動を行 う。

譲渡会を目催。同時に「動物愛護」の啓
発活動も行う。
町田市「薬師池西日」または「成瀬会館」

毎月

第 3日曜 日
東京都

■5～20
名

茨城県動物指導センターよリシニア犬
を引取り

令和 2年
3月 13日

1名

関西の繁殖業者の放棄犬 4匹を引取り 3月 EDロ 4名

茨城県にて野犬の母犬が出産した乳飲
み仔犬 6匹を引き取り

4月 10日 2名

埼玉県の繁殖業者の放乗犬 1匹を引取 り 4月 17日 1名

茨城祟●鴨指導センターより雑菫大■匹
を引■tワ

5月 12日 1名

千葉県の繁殖業者の放棄犬2匹を引取り 5月 22日 2名

茨城県動物指導センターより雑種犬 1匹
を引取り

6月 8日 1名

茨城県動物指導センターより後肢欠損
のプー ドル含め犬 2匹を引取り

6月 15日 2名

藤沢市繁殖業者崩壊により犬2匹引取り 6月 18日 2名

茨城県動物指導センターより子犬3匹を
引取り

7月 8日 2名

茨城県動物指導センターより犬5匹を引
取 り

8月 5日 4名

東京都動物愛護相談センターより大2匹
を引取り

8月 20日 2名

埼玉県川越市の繁殖業者の放棄犬 3匹を
引取 り

8月 21日 3名

埼玉県の繁殖業者より犬 3匹を引取り 8月 22日 3名

東京都の繁殖業者より大 2匹を引取 り 8月 24日 2名

関西の繁殖業者の放棄犬 7匹を引取 り 9月 :2日 8名

東京都の集殖業者より大 3匹と猫 2匹を
引取り

9月 1慇 日 3名



藤沢市繁殖業者崩壊により大2匹引取り 9月 ED日 3名

埼玉県の繁殖業者より犬 3匹を引取り 10月 4日 3名

東京都の繁殖業者の放棄犬2匹を引取 り 10月 24日 2名

茨城県の多頭飼育崩壊により大2匹を引
取り 11月 4日 2名

茨城県動物指導センターより子猫 4匹を
引取り 11月 9日 2名

東京都の繁殖業者より大 2匹を引取 り 11月 コB日 2名

茨城県動物指導センターより犬3匹を引
取り 12月 10日 3名

関西の繁殖業者の放棄犬 4匹を引取 り 12月 2Ю 日 4名

群馬県動物愛護センターより犬 2匹を引
取り

令和 3年
1月 2日 2名

茨城県動物指導センターより大 2匹・猫
1匹を引取り

2月 22日 2名

埼玉県の繁殖業者より大 5匹を引取り 3月 5日 5名

茨城県動物指導センターより大 1匹を引
取り

3月 12日 1名

茨城県動物指導センターより子犬 1匹を
引取り

3月 lЮ 日 1名



令和2年度   活 動 計 算 書

令和2～年4月 1日～令和3年3月 31日

特定葬営利活動法人 保健所の成大・猶の餞議を推進する会

(単位・円)
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令和2年度 貸 僣 対 日 表

令和B年 3月31日現在

特定葬営利活鳴法人 保腱所の成犬・猫の議漬を推進進する会

(単位 :円)

科   目 金 額

I資産の部

1 壼動責産

ヨ便普ヨ預金 451』印

25鴫744郵便振替預金

郵便定期預金 1脚QαЮ

糞勁資産合計 ■11n714

2.目定責産

目定資産合計 0

0

資産合計

I負債の部

1.壼珀負債 0

0贅鋤負債合計

2.日定負債

0固定負償合計

0

0負債合計

菫 正味財産の部

2』25,740薔期繰餞正味財産
1.535』日8当

…

味財産

正味財産合計

■11Ю,7“負債及び正味財産合計



財 産 目 録

I 資産の部

(1)流動贅産

I現    金

2郵便樋 預金

3郵便振替預金

4郵便定期預金

(2)固定資産
I基本贅産

定期預金
2その他の固定資産

Ⅱ 負債の部

(1)流動資産

(2)固定負債

Ⅲ 差引正味財産

上記は財産目録に相違ありません.

令和 3年 3月 3■ 日

■,352,773円
0円

354,964円
797,809円
200,000円

0円
0円
0円

0円

0円

0円

■,352, 773円

特定非営利活動法人

保健所の成犬・ 猫の議渡を推進する会

理 事  小 山 智 子



書式第 ■8号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 」諄言護言距黒
==庁

就需露彗〓
=圏『

又曜融びにれ

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れて ください.)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

回各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 2■ 条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
就任期間

報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

■
■ 〇 欝

イケガミヨウコ 令和四円年 1日

令和2年目目 翼

奪1  月  日

奪:  月  日池上 素子

2 〇 欝
ワタライスミコ 令和 12年4年1日

令和2年6年7ロ

奪1  月  日

年1  月  日渡井 澄子

3 〇 欝
イイダミツエ 令和2年

“

巨 日

令和四F6年7日

年  月  日

奪ユ  月  日飯田 光江

4 〇 露
aI< l'=E= 令和 2年6年7日

令和鎖日年31日

年 月 日

月年 ロ小山 智子

5 〇 露
イノウエ  ミホ 令和

"閾
午7日

令和鋼円年31日

年 月 日

月年井上 美穂

6 〇 欝
z/* 7Ia 令和 2年0年7日

令和鋼円年31日

年 月 ロ

月年 ロ鈴木 文子

7 蒻 ○
TfIz=

“

令和2年鋼円 ロ

令和 3年3年31日

年:  月  日

奪二  月   ロ知名 泰子

報酬は全員なし



書式 第 4号‐
(法第 ■0条・ 第 28条 関 1係

)

設立・ 事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名鋤

特定非営利活動法人=_堡曇勁直塑塑壼」堕璽製幽型塵堕雲 .

氏   名 住 所 又 は 居 所

１

一 池 澤 今 日子

2 昌 谷 泰 子

3 早 川 清 美

4 末 廣 美 和

5 澤 田 敏 夫

6 武 井 奈津子

7 関   秀 樹

8 渡 辺 真由美

9 渡 井 澄 子

10 金 子 美輸子

11 小 木 光 雄

12 竹 田 幸 代


